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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指

定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２

条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行

われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新

統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に

基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に



届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条に基づき

総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法

下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されてい

たものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査

以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、

本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

経 済 産 業 省 生 産 動 態

統 計 調 査 
経済産業大臣 

承認事項の変更 

平成 25 年１月分からの調

査の実施に当たり、以下に

ついて変更 

① 調査対象品目の変更 

 ア）生産規模が縮小して

いる品目の削除 

  （11 品目）  

 イ）類似する品目の統合

（21 品目→10 品目） 

② 調査対象品目の名称変

更 

H24.8.22 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H24.8.22 雇用均等基本調査 厚 生 労 働 大 臣

H24.8.29 国民健康・栄養調査 厚 生 労 働 大 臣

H24.8.30 建設工事進捗率調査 国 土 交 通 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（農業サービス業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（種苗業（農業）投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（花き・花木生産業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（民有林事業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30
平成２３年産業連関構造調査（海面・内水面養殖業投入調
査）

農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（食品工業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30
平成２３年産業連関構造調査（飼料・有機質肥料製造業投入
調査）

農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（木材加工業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（農業土木事業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.30 平成２３年産業連関構造調査（林野公共事業投入調査） 農 林 水 産 大 臣

H24.8.31 就労条件総合調査 厚 生 労 働 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H24.8.6 製造業持続的発展のためのポテンシャル調査 堺 市 長

H24.8.6 倉庫物流関連施設ニーズ調査 堺 市 長

H24.8.9 男女共同参画に関する意識・実態調査 埼 玉 県 知 事

H24.8.14 大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査 大 阪 市 長

H24.8.15 香川県若年性認知症事業所調査 香 川 県 知 事

H24.8.17 若年無業者に関する企業アンケート調査 大 阪 府 知 事

H24.8.20 県営公園利用実態調査 埼 玉 県 知 事

H24.8.21 消費者買い物環境調査 愛 知 県 知 事

H24.8.23 川崎市製造業商品出荷地域等調査 川 崎 市 長

H24.8.27 横浜市産業連関表作成のための特別調査 横 浜 市 長

H24.8.27 大阪のものづくり企業の現状と方向性に関する調査 大 阪 府 知 事

H24.8.28 福井県の社会貢献活動実態調査 福 井 県 知 事

H24.8.30 秋田県男女の意識と生活実態調査 秋 田 県 知 事

H24.8.31 民間事業所退職給付額等実態調査 鳥 取 県 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもので
　　ある。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H24.8.1 愛知県生活習慣関連調査 愛 知 県 知 事

H24.8.1 労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査） 山 口 県 知 事

H24.8.8 東京都商品流通調査 東 京 都 知 事

H24.8.13 賃金等調査 福 岡 県 知 事

H24.8.16 新潟市製造業実態調査 新 潟 市 長

H24.8.17 観光統計実態調査 沖 縄 県 知 事

H24.8.21 新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査 新 潟 県知 事、 新潟 市長

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもので
　　ある。
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 経済産業省生産動態統計調査（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月２３日 

【実施機関】 経済産業省大臣官房調査統計グループ 

【目 的】 経済産業省生産動態統計調査（以下「生産動態統計調査」という。）は、鉱工

業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的と

する。 

【沿 革】 生産動態統計調査は、昭和２３年に、当時の連合国軍総司令部の要請を受け

て、生産動態の把握及び経済統制下における物資の需給調整上の資料としての利

用を目的として開始された。昭和２６年の経済統制の解除により物資の需給調整

という副次的利用目的が大幅に後退したのを契機として、昭和２８年に経済統計

への移行に重点を置いた大幅改正が行われた。その後の大きな改正としては、昭

和４８年のコンピュータ処理化に伴う統計の体系整備のための調査品目、調査項

目の簡素化、昭和５６年の商鉱工業エネルギー消費統計調査（現在の「経済産業

省特定業種石油等消費統計調査」（基幹統計調査））の開始に伴うエネルギー関連

項目の簡素化が挙げられる。さらに平成１２年１月分の調査からは、新世代統計

システムの導入に伴い、調査票様式、調査票の提出方法等の変更がなされている。

平成１４年には、鉱工業生産における各製品の市場規模の変化等最近の産業構造

の変化を踏まえ、調査対象品目、調査事項、調査対象範囲及び調査票の見直しに

関する統一基準を定め、年間出荷額が低下している品目を削除する一方、最近成

長が見られる品目を追加する等の調査対象品目の変更を行うなどの大規模な変

更が行われている。平成１６年には、印刷業に関する調査票が新設されている。

平成１８年には、非鉄金属製品月報と光ファイバー製品月報の統合が行われた。

平成２２年には、生産規模が縮小等した調査対象品目を削除及び統合するととも

に、調査事項のうち「燃料・電力」の廃止、「労務」の「月末常用従業者数」を

「月末従事者数」に名称変更及び「月間実働延人員」の削除等の変更を行い、調

査対象品目数１，６７１品目、月報数１１１月報となった。 

【調査の構成】 １－それぞれの品目ごとの月報 

【公 表】 インターネット及び印刷物（速報：翌月末、確報：翌々月中旬、年報：翌年

６月） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象品目の削除及び統合等。 

※ 

【調査票名】 １－それぞれの品目ごとの月報 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）鉄鋼・鉄鋼加工製品、一般機械

器具、電気機械器具、輸送機械器具、精密機械器具、その他の機械、繊維工

業品、パルプ・紙、印刷、雑貨工業品、化学工業品、ゴム製品・プラスチッ
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ク製品、窯業製品・土石製品・建材、鉱物・石炭製品、石油製品、非鉄金属・

非鉄金属加工製品等を生産（加工を含む。）する事業所であって、経済産業

大臣が指定する生産品目別の範囲に属する事業所。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８，０００ （配布）郵送・調査員・オンラ

イン（電子メール） （取集）郵送・調査員・オンライン（電子メール） （記

入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）１．経済産業省－都道府県－

調査員－報告者、２．経済産業省－経済産業局－調査員－報告者、３．経済

産業省－都道府県－報告者、４．経済産業省－経済産業局－報告者、５．経

済産業省－報告者 

【周期・期日】 （周期）毎月（平成２５年１月調査以降） （実施期日）翌月１０日（対

経済産業局長及び都道府県知事）、翌月１５日（対経済産業大臣） 

【調査事項】 １．生産、２．受入、３．消費、４．出荷、５．在庫、６．原材料、７．

従事者、８．生産能力及び設備 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 雇用均等基本調査（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月２２日 

【実施機関】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

【目 的】 本調査は、男女の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握することを目的

とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和６１年度に「女子雇用管理調査」として調査を開始して以来、

平成１８年度（昭和６３年度から「女子雇用管理基本調査」、平成９年度から「女

性雇用管理基本調査」に名称変更）まで、主要産業における女性労働者の雇用管

理の実態等を総合的に把握することを目的として毎年実施していたが、「雇用の

分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（昭和４７年法

律第１１３号）の改正（平成１９年４月施行）に伴い、平成１９年度から、男女

の雇用均等問題に係る雇用管理の実態を把握するための調査として、「雇用均等

基本調査」に名称変更して毎年実施されている。また、本調査は、昭和６１年度

の調査開始以来、３つのテーマ（１）企業を対象とした女性雇用管理の実施状況、

（２）事業所を対象とした育児・介護休業制度等の実施状況、（３）事業所を対

象とした母性保護等の実施状況を年次ローテーション方式により実施された。し

かし、平成２１年度の調査実施に当たり、ポジティブ・アクションの取組企業割

合が女性の継続就業や能力開発支援策の目標値として、また、育児休業取得率が

仕事と家庭の両立支援策の目標値として掲げられたことから、これら施策の目標

達成年次までの実態を毎年把握することが求められた。その結果、従前の年次ロ

ーテーションによる調査体系の見直しを行い、ポジティブ・アクションの取組状

況を毎年把握する企業調査と、育児休業の取得状況を毎年把握する事業所調査が

同時に実施されることとなった。 

【調査の構成】 １－企業票 ２－事業所票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施年の翌年７月、詳細：調査実施

年の翌年１２月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－企業票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる次の大

分類に属し、常用労働者を１０人以上雇用している民営企業。「鉱業，採石

業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「情

報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不

動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲食

サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、生活関連サービス業
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のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複

合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を除く。）」 

（抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／４２０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（一部

の項目については、調査実施前年の４月１日～調査実施年３月３１日までの

１年間の実績、又は調査実施前々年の１０月１日～調査実施年１０月１日ま

での約２年間の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月１日～１０月３１日 

【調査事項】 １．企業の属性に関する事項（１）企業の名称及び所在地、（２）主な事

業内容又は主要製品、（３）常用労働者数、（４）労働組合の有無、２．女性

の雇用管理に関する事項（１）コース別雇用管理制度の導入状況、（２）コ

ース別新規学卒者の採用状況、（３）コース転換制度の有無、（４）過去３年

間におけるコース別雇用管理制度の見直しの有無、内容、（５）ポジティブ・

アクション（女性の活躍推進）の推進状況、（６）ポジティブ・アクション

に取り組まない理由、（７）女性の活躍を推進する上での取組として必要と

考えている事項（注）上記のうち、毎年度継続して把握する調査事項は、１

（１）～（４）、２（５）～（７） 

※ 

【調査票名】 ２－事業所票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる次の

大分類に属し、常用労働者を５人以上雇用している民営事業所。「鉱業，採

石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・水道業」、

「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、

「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，

飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業（ただし、生活関連サービ

ス業のうち家事サービス業を除く。）」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、

「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）（外国公務を

除く。）」 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／１，６１０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年１０月１日現在（一

部の項目については、調査実施前年の４月１日～調査実施年３月３１日まで

の１年間の実績、又は調査実施前々年の１０月１日～調査実施年１０月１日

までの約２年間の実績） （系統）厚生労働省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１０月１日～１０月３１日 

【調査事項】 １．事業所の属性に関する事項（１）事業所の名称及び所在地、（２）主

- 8 -



な事業内容又は主要製品、（３）常用労働者数、（４）労働組合の有無、２．

育児・介護休業制度等に関する事項（１）育児休業制度の規定の有無、取得

可能期間、（２）育児休業取得者の有無、（３）育児休業の申込方法、（４）

育児休業取得者に対する育児休業期間及び労働条件等の通知の有無、方法、

（５）育児休業取得中に支給される金銭の有無及び内容、支給金額の平均額、

（６）育児休業取得者の休業期間中の定期昇給の取扱、（７）育児休業終了

後の、復職後の職場・職種、（８）育児休業者に対する職業能力の維持、向

上のための措置、（９）出産者数、配偶者出産者数、うち有期契約労働者数、

育児休業制度の対象となる有期契約労働者数、（１０）育児休業者数、うち

有期契約労働者数、（１１）育児休業終了後の復職状況、取得期間別復職者

数、（１２）育児のための所定労働時間の短縮措置等制度の有無、内容、最

長取得期間、（１３）子の看護休暇制度の規定の有無、最長取得期間、（１４）

子の看護休暇制度の取得可能日数及び制限の有無、（１５）子の看護休暇取

得者の有無、（１６）子の看護休暇を取得した場合の賃金の取扱、（１７）子

の看護休暇取得者数、（１８）介護休業制度の規定の有無、取得可能期間の

制限の有無、（１９）介護休業制度の取得可能回数及び制限の有無、（２０）

介護休業制度の対象労働者、（２１）介護休業取得者の有無、（２２）介護休

業の取得中に支給される金銭の有無及び内容、支給金額の平均額、（２３）

介護休業終了後の、復職後の職場・職種、（２４）介護休業制度の利用者数、

復職者数、取得期間別復職者数、（２５）介護のための勤務時間短縮等の措

置制度の有無、内容、最長取得期間、（２６）介護のための勤務時間短縮等

の措置制度の内容別利用者数、３．短時間正社員制度に関する事項（１）短

時間正社員制度の有無（注）上記のうち、毎年度継続して把握する調査事項

は、１（１）～（４）、２（９）・（１０）（ただし、有期契約労働者数、育児

休業制度の対象となる有期契約労働者数は除く）、２（１２）及び３。  
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【調査名】 国民健康・栄養調査（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月２９日 

【実施機関】 厚生労働省健康局がん対策・健康増進課 

【目 的】 本調査は、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、

国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とす

る。大規模年にあっては、全国の代表値に加えて地域別の健康状態や生活習慣の

状況を把握するための資料とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和２７年に開始された「国民栄養調査」（承認統計調査）を主な

前身としており、平成１５年に、「国民栄養調査」のほか、「国民生活基礎調査」

の一部、「糖尿病実態調査」、「循環器疾患基礎調査」（国民生活基礎調査は指定統

計調査、それ以外は承認統計調査）等を統合して創設された。その後、平成２０

年までは、旧統計法（昭和２２年法律第１８号）に基づく承認統計調査として実

施されたが、全部改正後の新統計法（平成１９年法律第５３号）に基づき、平成

２１年以降は、一般統計調査として実施されている。 

【調査の構成】 １－身体状況調査票 ２－栄養摂取状況調査票 ３－生活習慣調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施年の翌年１０月、報告書：調査

実施年の翌々年３月） 

【備 考】 今回の変更は、従前からの全国値の把握に加え、地域別集計を行うための標

本数の増加、また、健康日本２１（第２次）に対応した調査事項の変更等である。 

※ 

【調査票名】 １－身体状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯員（身長・体重：満１歳以上、

腹囲測定：満６歳以上、血圧測定：満２０歳以上、血液検査：満２０歳以上、

問診（服薬状況、運動）：満２０歳以上） （抽出枠）国勢調査の調査区（平

成２４年調査においては、岩手県、宮城県及び福島県で抽出された調査区の

うち、東日本大震災の影響により調査実施が不可能な場合は代替調査区を再

抽出する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６１，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）他計 （把握時）毎年１０月下旬～１２月上旬の任意の１

日 （系統）調査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特別区

－保健所－調査員－報告者、調査票の回収：報告者－調査員－保健所－都道

府県・保健所設置市・特別区－独立行政法人国立健康・栄養研究所－厚生労

働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 

【調査事項】 １．身長、２．体重、３．腹囲、４．血圧、５．服薬状況等 

※ 
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【調査票名】 ２－栄養摂取状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯及び個人 （属性）世帯及び世帯員（満１歳

以上）、１日の身体活動量（歩数）：満２０歳以上 （抽出枠）国勢調査の調

査区（平成２４年調査においては、岩手県、宮城県及び福島県で抽出された

調査区のうち、東日本大震災の影響により調査実施が不可能な場合は代替調

査区を再抽出する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２３，７５０／６１，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）併用 （把握時）毎年１０月下旬～１２

月上旬の任意の１日 （系統）調査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健

所設置市・特別区－保健所－調査員－報告者、調査票の回収：報告者－調査

員－保健所－都道府県・保健所設置市・特別区－独立行政法人国立健康・栄

養研究所－厚生労働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 

【調査事項】 １．生年月日、２．仕事の種類、３．食事の状況、４．料理名、５．使用

量等 

※ 

【調査票名】 ３－生活習慣調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の世帯員 （抽出枠）

国勢調査の調査区（平成２４年調査においては、岩手県、宮城県及び福島県

で抽出された調査区のうち、東日本大震災の影響により調査実施が不可能な

場合は代替調査区を再抽出する。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４９，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）毎年１０月下旬～１２月上旬の任意の１

日 （系統）調査票の配布：厚生労働省－都道府県・保健所設置市・特別区

－保健所－調査員－報告者、調査票の回収：報告者－調査員－保健所－都道

府県・保健所設置市・特別区－独立行政法人国立健康・栄養研究所－厚生労

働省 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年９月上旬～１２月下旬 

【調査事項】 １．食習慣の状況、２．運動の状況、３．喫煙の状況、４．飲酒状況、５．

歯の健康の状況、６．糖尿病の状況等  
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【調査名】 建設工事進捗率調査（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 国土交通省総合政策局情報政策課建設統計室 

【目 的】 建設総合統計は、建設業における毎月の工事受注高を月々の出来高ベースに

展開することで、国内の建設活動を出来高ベースで把握する唯一の統計であり、

国民経済計算（内閣府）や県民経済計算（各都道府県）及び全産業活動指数（経

済産業省）の基礎資料として活用されている。工事受注高を月々の出来高ベース

に展開するにあたっては、平成１８年度に実施した建設工事進捗率調査結果から

工事進捗率を工事種類別に設定し、工事１件ごとに当該工事進捗率を適用するこ

とで出来高ベースに展開している。近年、建設工事の施工現場において施工日数

の短縮に貢献する様々な新技術開発・導入されており、現行の工事進捗率と乖離

している事を想定される。したがって、施工現場の実態を適切に反映した建設工

事進捗率を作成するための基礎資料を得ることを目的として建設工事進捗率調

査を実施するものである。 

【調査の構成】 １－建設工事進捗率調査 調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－建設工事進捗率調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）平成２１年度から平成２３年度

建設工事受注動態統計調査（基幹統計調査「建設工事統計調査」の一部）で

報告のあった建設業者で以下１、２の要件を満たす土木工事を着工した建設

業者、または各都道府県にある（社）建設業協会に加盟している建設業者で

以下２、３、４の要件を満たす建築工事を着工した建設業者 １．平成２３

年３月から平成２４年３月の間に完成、２．工期が２ヶ月以上２３ヶ月以内

の工事、３．調査実施年度から３年前（平成２１年４月から３月）に着工、

４．床面積１０平方メートル超の工事費予定額５００万円以上の新築・増築

工事 （抽出枠）土木工事：平成２１年度から平成２３年度の建設工事受注

動態統計調査名簿、建築工事：各都道府県にある（社）建設業協会に加盟し

ている建設業者名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）７６１／７，２６４ １１，０９０／１

０５，８４８ （配布）郵送・オンライン （取集）郵送・オンライン （記

入）自計 （把握時）調査実施年度から３年前の４月１日から調査実施年度

の前年度の３月３１日 （系統）国土交通省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年１０月１５日～１１月２２

日 

【調査事項】 １．施工場所、２．発注者の種類、３．積雪寒冷の影響の有無、４．東日
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本大震災における災害復旧・復興工事の有無、５．建築工事概要（建築工事

のみ）、６．土木工事概要（土木工事のみ）、７．対象工事の当初の総工事費

及び工期、８．対象工事の最終の総工事費及び工期、９．対象工事の工期開

始年月と完成年月、１０．対象工事の月別出来高（百分比）、１１．月別出

来高の種類  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（農業サービス業投入調査）（平成２４

年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、農業サービス業における投入額推計の

ための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－米・麦共同乾燥調製事業投入調査票 ２－稲作共同育苗事業投入調

査票 ３－青果物共同選果事業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－米・麦共同乾燥調製事業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）米・麦共同乾燥調製事業を行っ

た事業所 （抽出枠）「２０１０年世界農林業センサス」の結果 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６０／３，１００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年産の米・麦の事業対象期間 （系統）農林水産省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳 

※ 

【調査票名】 ２－稲作共同育苗事業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）稲作共同育苗事業を行った事業

所 （抽出枠）「２０１０年世界農林業センサス」の結果 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６０／２，７００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年産の稲作種苗の事業対象期間 （系統）農林水産省－民間事業者－報告

者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳 

※ 

【調査票名】 ３－青果物共同選果事業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）青果物共同選果事業を行った事

業所 （抽出枠）「平成１８年青果物・花き集出荷機構調査報告」の結果 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６０／５，４００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事

業者－報告者 
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【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．集荷状況、２．収入内訳、３．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（種苗業（農業）投入調査）（平成２４

年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表に必要な、稲苗業（農業）における投入額推計のため

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－種苗業（農業）投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－種苗業（農業）投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）農産物（畜産物、蚕を除く。）

の種子、球根、苗木（山行き用苗木を除く。）の生産を行った事業所 （抽

出枠）種苗業団体による名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）９０／２，８００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（花き・花木生産業投入調査）（平成２

４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、花き・花木生産業における投入額推計

のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－花き・花木生産業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－花き・花木生産業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）花き・花木（切花、鉢物、花壇

用苗もの、花木）の生産を行った事業者 （抽出枠）「２０１０年世界農林

業センサス」の結果等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８０／３，２００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（民有林事業投入調査）（平成２４年承

認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、民有林事業における投入額推計のため

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－素材生産事業（民営）投入調査票 ２－育苗事業（民有林）投入調

査票 ３－造林事業（民有林）投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－素材生産事業（民営）投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）素材生産事業（民営）を行った

事業所 （抽出枠）「２０１０年世界農林業センサス」の結果等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／１３，０００ （配布）郵送・オン

ライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年

の前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳 

※ 

【調査票名】 ２－育苗事業（民有林）投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）育苗事業（民有林）を行った事

業所 （抽出枠）全国山林種苗協同組合連合会が所有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／２，８００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳 

※ 

【調査票名】 ３－造林事業（民有林）投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）造林事業（民有林）を行った事

業所 （抽出枠）「２０１０年世界農林業センサス」の結果等 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／１２，０００ （配布）郵送・オン

ライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年

の前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間
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事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（海面・内水面養殖業投入調査）（平成

２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、海面・内水面養殖事業における投入額

推計のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－海面養殖業投入調査票 ２－内水面養殖業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－海面養殖業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）ぶり類、まだい、ほたてがい、

かき類、わかめ類、のり類及び真珠の養殖を行った事業所 （抽出枠）「２

００８年漁業センサス」の結果 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７０／４，４００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年の１月１日～１２月３１

日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳 

※ 

【調査票名】 ２－内水面養殖業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）さけ・ます類、あゆ、こい及び

うなぎの養殖を行った事業所 （抽出枠）「２００８年漁業センサス」の結

果 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５０／１，１００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（食品工業投入調査）（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、食品工業における投入額推計のための

基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－食品工業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－食品工業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．食品工業に係る製造品の生

産を行った事業所、２．調査対象品目毎に調査を実施 （抽出枠）食品工業

団体が所有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４００／１６，６００ （配布）郵送・オ

ンライン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施

年の前年の１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．主産物の生産数量及び生産額、２．再生資源の売却額、３．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（飼料・有機質肥料製造業投入調査）

（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、飼料・有機質肥料製造業における投入

額推計のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－飼料・有機質肥料投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－飼料・有機質肥料投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）１．飼料・有機質肥料の製造を

行った事業所、２．調査対象品目毎に調査を実施 （抽出枠）飼料・有機質

肥料製造業団体が所有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３５／１７０ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年の

１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．調査対象製品の生産数量及び生産額、２．再生資源の売却額、３．経

費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（木材加工業投入調査）（平成２４年承

認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、木材加工業における投入額推計のため

の基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－木材加工業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－木材加工業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）製材、合板、木材チップを生産

する事業を行った事業所 （抽出枠）木材加工業団体が所有する名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）８０／４，０００ （配布）郵送・オンラ

イン （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の

前年１月１日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．収入内訳、２．経費内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（農業土木事業投入調査）（平成２４年

承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、農業土木事業における投入額推計のた

めの基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－農業土木事業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－農業土木事業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）農業土木事業を行った地方農政

局等及び都道府県 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５６／５６ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年１月１

日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．工事区分別工事費、２．工事費内訳、３．測量設計費内訳、４．用地

費及び補償費内訳、５．事務費等の内訳  
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【調査名】 平成２３年産業連関構造調査（林野公共事業投入調査）（平成２４年

承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部 

【目 的】 本調査は、産業連関表作成に必要な、林野公共事業における投入額推計のた

めの基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－林野公共事業投入調査票 

【公 表】  

※ 

【調査票名】 １－林野公共事業投入調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）林道事業、治山事業、及び災害

復旧事業を行った森林管理局及び都道府県 （抽出枠）平成２３年度事業費

の大きい団体 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４５／５４ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年１月１

日～１２月３１日までの１年間 （系統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月上旬～１１月下旬 

【調査事項】 １．事業費総括、２．工事費内訳、３．測量設計費内訳、４．用地費及び

補償費内訳、５．事務費内訳  
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【調査名】 就労条件総合調査（平成２４年承認） 

【承認年月日】 平成２４年８月３１日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課賃金福祉統計室 

【目 的】 本調査は、主要産業における企業の労働時間制度、定年制等及び賃金制度等

について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかに

することを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和４１年から実施されていた「賃金労働時間制度総合調査」と

昭和４７年から実施されていた「労働者福祉施設制度等調査」を統合し、同５９

年から実施した「賃金労働時間制度等総合調査」を前身とする調査であり、平成

１２年度に名称を変更して現在に至っている。この間、平成９年まで実施してい

た退職金制度・支給実態調査の廃止に伴い同１５年に退職金制度・支給実態を調

査内容に含め、同１７年には雇用管理調査の廃止に伴い定年制等についても把握

するものとなった。 

【調査の構成】 １－就労条件総合調査 調査票 

【公 表】 インターネット及び印刷物（概要：調査実施年の１０月、詳細：調査実施年

の翌年１月） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－就労条件総合調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる大分類

のうち、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・

熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，小売業」、「金

融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・技術サービス

業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」（その他

の生活関連サービス業のうち、家事サービス業を除く。）、「教育，学習支援

業」、「医療，福祉」及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政治・経

済・文化団体、宗教及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０人以上

の民営企業 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，１００／１５１，０００ （配布）

郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）毎年１月

１日現在（一部の項目については、基準日の前年１月～１２月までの１年間

又は基準日の前々年４月～前年３月までの１年間） （系統）厚生労働省－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月１日～翌年１月３１日（ただし、

廃止や規模縮小により対象外となった企業の代替分の調査については、３

月１０日までとする。） 
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【調査事項】 １．企業の属性に関する事項（１）企業の名称、（２）本社の所在地、（３）

企業の主な生産品の名称又は事業の内容、（４）企業全体の全常用労働者数、

（５）労働組合の有無、（６）期間を定めずに雇われている労働者数、（７）

企業にある業務、２．労働時間制度に関する事項（１）所定労働時間、（２）

週休制、（３）年間休日総数、（４）年次有給休暇、（５）特別休暇制度、（６）

所定外労働の上限の定め、（７）変形労働時間制、（８）みなし労働時間制、

３．定年制等に関する事項（１）定年制、（２）定年後の措置、４．賃金制

度に関する事項（１）時間外労働の割増賃金率、５．退職給付（一時金・年

金）制度に関する事項（１）退職給付（一時金・年金）制度の有無、支払準

備形態、（２）退職一時金制度の運営、（３）退職給付（一時金・年金）制度

の見直し、６．退職給付（一時金・年金）の支給実態に関する事項（１）退

職者数、（２）労働者個人別退職給付（一時金・年金）の支給実態 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 製造業持続的発展のためのポテンシャル調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月６日 

【実施機関】 堺市商工労働部産業政策課 

【目 的】 本調査は、堺市内製造業の実態を把握し、今後の本市製造業が持続的発展を

遂げるための方向性を検討するための資料とすることを目的に調査とする 

【調査の構成】 １－製造業持続的発展のためのポテンシャル調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－製造業持続的発展のためのポテンシャル調査 調査票 

【調査対象】 （地域）堺市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

次の産業大分類「製造業」に属し、堺市内に単独又は本所として立地する事

業所。 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２４年４月１日 （系統）堺市－民間事業者－報

告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年８月２０日～９月１７日（４

週間） 

【調査事項】 １．回答企業の概要、２．回答企業の事業活動の状況、３．地域内での連

携状況、４．事業環境など  
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【調査名】 倉庫物流関連施設ニーズ調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月６日 

【実施機関】 堺市商工労働部産業政策課 

【目 的】 堺市内に物流倉庫（配送センター）や資材置き場等を設置している事業者等

を対象に、操業している中で機械設備やシステム、建物・事務所等における不備

や改良したい点、現在、抱えている課題等を調査する。 

【調査の構成】 １－倉庫物流関連施設ニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－倉庫物流関連施設ニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）堺市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げる

次の産業大分類「運輸業，郵便業」「卸業，小売業」に属する事業所。 （抽

出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０／９，０００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２４年４月１日現在 （系統）

堺市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年８月２０日～９月１７日（４

週間） 

【調査事項】 １．回答企業の概要、２．回答企業の事業活動の状況、３．地域内での連

携状況、４．事業環境など  
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【調査名】 男女共同参画に関する意識・実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月９日 

【実施機関】 埼玉県県民生活部男女共同参画課 

【目 的】 本調査は、男女平等の視点から埼玉県民の男女共同参画に対する意識や家庭

生活の役割分担の実施等を把握し、今後の県の施策を検討するための基礎資料と

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－男女共同参画に関する意識・実態調査 調査票 

【備 考】 「本調査の名称には、『意識』の文言が付されているが、調査事項の中に『事

実の報告』が含まれていることから、これら『事実の報告』に係る部分について、

統計法上の『統計調査』として届出が受理されたものである。」 

※ 

【調査票名】 １－男女共同参画に関する意識・実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）個人 （属性）埼玉県在住の満２０歳以上

の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／６，０００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２４年９月１日現

在 （系統）埼玉県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２４年９月６日～９月２０日 

【調査事項】 １．男女平等に関する意識 （１）男女の地位の平等感、（２）性別役割

分担意識、（３）メディアでの性に関する表現、２．家庭生活 （１）結婚

や家庭、離婚についての考え方、（２）家庭生活での役割分担、（３）家庭生

活で担うべき役割分担、（４）家庭生活の優先度、（５）子育てへのかかわり、

３．就業 （１）女性の働き方の理想と現実、（２）勤務先の女性の労働状

況、（３）男性が育児・介護休業を取得することについての考え、（４）女性

が結婚後、出産後も退職せずに働き続けるために重要なこと、（５）女性が

結婚や出産のために退職し、その後再就職するために重要なこと、（６）仕

事と家庭の両立に必要なこと、４．社会参加 （１）地方自治体などの施策

への女性の意見・考え方の反映度、（２）特に女性の参画が進むべき分野、（３）

ポジティブアクションに対する考え方、（４）社会活動参加の経験と今後の

希望、５．女性に対する暴力 （１）夫婦間の暴力と認識される行為、（２）

配偶者等への加害経験の有無、（３）配偶者からの被害経験の有無、（４）１

０歳代、２０歳代における交際相手有無と被害経験、（５）不愉快な経験の

有無、６．男女共同参画の推進に対する施策 （１）男女共同参画に関する

言葉の認知度、（２）埼玉県男女共同参画推進センターの利用経験、（３）埼

玉県男女共同参画推進センターに期待する役割、（４）男女共同参画社会実

現のために必要なこと、７．その他 （１）性別、（２）年齢、（３）職業、
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（４）最終学歴、（５）家族の状況、（６）居住地域、（７）自由記述  
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【調査名】 大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１４日 

【実施機関】 大阪市ゆとりとみどり振興局スポーツ部 

【目 的】 本調査は、大阪市民のスポーツと健康に関する意識と現状を把握し、スポー

ツ施策に反映することを目的とする。 

【調査の構成】 １－大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪市民のスポーツと健康に関する実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）大阪市内在住満２０歳以上

の男女（外国籍住民を含む） （抽出枠）選挙人名簿、外国人登録原票 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２，１３１，９６７ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）調査票の配布：大阪市－民間事業者－報告者、調査票の回収：報告者－

大阪市 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年９月１日～９月２８日 

【調査事項】 １．スポーツ実施率、２．スポーツ観戦の参加率等  
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【調査名】 香川県若年性認知症事業所調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１５日 

【実施機関】 香川県健康福祉部長寿社会対策課 

【目 的】 本調査は、香川県内の事業所の若年性認知症患者の対応及び認知度を明らか

にすることにより、課題の把握や、今後必要とされる施策等について検討する資

料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－香川県若年性認知症事業所調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－香川県若年性認知症事業所調査 調査票 

【調査対象】 （地域）香川県全域 （単位）事業所 （属性）従業員５０人以上の事業

所 （抽出枠）商工会議所会員名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，５００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２１年８月１日～平成２４年８月３１日

現在 （系統）調査票の配布：香川県－民間事業者－報告者、調査票の回収：

報告者－香川県 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年９月１４日～９月２８日 

【調査事項】 １．事業所の属性（就業形態・所在地・従業員数）、２．若年性認知症患

者に対する事業所の対応状況  
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【調査名】 若年無業者に関する企業アンケート調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１７日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 本調査は、昨今の厳しい雇用・就業環境のもと、若年無業者が、社会に参加

し、継続的に就業できることが重要な政策課題となっていることを受け、府内の

企業において、若年無業者を会社見学、就業体験、就業訓練（試行雇用）、雇用

（正規・非正規）などの形態で受け入れることの出来る可能性や要件などを把握

し、今後必要な施策を検討する基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－若年無業者に関する企業アンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－若年無業者に関する企業アンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類から「公務」を除く全業種の会社に該当する法人の民営事業所で、

国内常用雇用者数が１０人以上の単一事業企業または複数事業所企業。 

（抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／３４，８７５ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入） （把握時）平成２４年８月３１日現在 （系

統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年９月１８日～１０月２日 

【調査事項】 １．企業概要、２．若年無業者問題に対する総括的な評価、３．若年無業

者の受入の実態、４．雇用管理、５．若年の就業に関する施策について  
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【調査名】 県営公園利用実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２０日 

【実施機関】 埼玉県都市整備部公園スタジアム課 

【目 的】 本調査は、埼玉県営公園の来園者に対して、１．利用者の動向を把握するた

めに、利用目的・利用頻度・来園手段などを調査、２．利用者の満足度を把握す

るために、管理状況・施設の使いやすさ・利用料金の適正さなどを調査、３．利

用者ニーズを把握するために施設整備やイベントの希望などを調査することで、

公園整備・管理に対する県民参加の意向を把握し、より魅力ある県営公園づくり

を推進するための施策展開や施設の新設・修繕計画の基礎データとして活用する。 

【調査の構成】 １－県営公園利用実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－県営公園利用実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）個人 （属性）埼玉県営公園の来園者 （抽

出枠）調査日における来園者 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）６，７００／７８，０００ （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査日現在 （系統）埼玉

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年７月上旬～平成２４年９月

下旬 

【調査事項】 １．属性 （１）性別、（２）年齢区分、（３）居住地域、２．来園 （１）

人数、（２）手段・所要時間、（３）理由、（４）滞在時間、（５）利用頻度・

目的、３．公園の管理状況 （１）園の良い点、（２）改善点、４．公園へ

の要望 （１）施設の新設・増設、（２）イベント開催、５．公園でのボラ

ンティア経験、６．個別施設の利用状況 （１）ジョギング、（２）フット

サル、（３）ドッグラン、（４）水上公園 等  
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【調査名】 消費者買い物環境調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２１日 

【実施機関】 愛知県産業労働部商業流通課 

【目 的】 愛知県内全域の６５歳以上の高齢者に対して、日常の買い物環境や買い物行

動についてのアンケート調査を行い、小売業者、宅配業者、ＮＰＯ等が移動販売

や宅配サービスなどの買い物利便性向上事業を行うための基礎データを提供す

る。 

【調査の構成】 １－消費者買い物環境調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－消費者買い物環境調査 調査票 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）個人 （属性）愛知県内に居住する満６５

歳以上の男女 （抽出枠）選挙人名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，４００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年９月３日～９月３０日 

【調査事項】 １．回答者の属性に関する質問、２．生鮮食品（青果、精肉、鮮魚、惣菜）

の買い物に関する質問、３．買い物支援サービスに関する質問、４．商店街

に関する質問  
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【調査名】 川崎市製造業商品出荷地域等調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２３日 

【実施機関】 川崎市総合企画局都市経営部統計情報課 

【目 的】 本調査は、製造業の市域内外取引の状況を調査し、平成２３年川崎市産業連

関表作成のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－川崎市製造業商品出荷地域等調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－川崎市製造業商品出荷地域等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）川崎市全域 （単位）事業所 （属性）川崎市内に所在する製造

業を営む事業所のうち、製造品出荷額の多い事業所 （抽出枠）平成２３年

商品流通調査の調査対象名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１２０／３，９００ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年１月１日～１２月３１日 

（系統）川崎市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年１０月１日～１１月３０日 

【調査事項】 １．従業者数、２．製造品目別年間生産額、３．製造品目別年間自工場消

費額、４．製造品目別年間出荷額、５．消費地別出荷内訳  
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【調査名】 横浜市産業連関表作成のための特別調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２７日 

【実施機関】 横浜市経済局政策調整部経済企画課 

【目 的】 本調査は、製造業の横浜市域内外取引の状況を調査し、横浜市産業連関表作

成のための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－横浜市産業連関表作成のための特別調査 

※ 

【調査票名】 １－横浜市産業連関表作成のための特別調査 

【調査対象】 （地域）横浜市全域 （単位）事業所 （属性）横浜市内に所在する製造

業を営む事業所のうち製造品出荷額の上位２００事業所 （抽出枠）平成２

３年商品流通調査名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２００／８，１０４ （配布）調査員 （取

集）調査員 （記入）自計 （把握時）平成２３年１月１日～１２月３１日 

（系統）横浜市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）平成２４年１０月１

日～１０月３１日 

【調査事項】 １．製造品目別横浜市年間生産額、２．製造品目別年間自工場消費額、３．

製造品目別年間出荷額、４．消費地別出荷内訳  
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【調査名】 大阪のものづくり企業の現状と方向性に関する調査（平成２４年届

出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２７日 

【実施機関】 大阪府商工労働部商工労働総務課 

【目 的】 本調査は、大阪府内に立地する素形材関連産業の現状及び今後の方向性等を

把握し、今後の府内中小製造業における支援策などを検討するための基礎資料を

得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－大阪のものづくり企業の現状と方向性に関する調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪のものづくり企業の現状と方向性に関する調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類に掲げる

大分類「製造業」のうち、小分類「工業用プラスチック製品製造業」、「鉄素

形材製造業」、「非鉄金属素形材製造業」、「金属素形材製品製造業」、「金属被

覆・彫刻業、熱処理業」、「その他の生産用機械・同部分品製造業」に属する、

国内常用雇用者数１０人以上の企業。 （抽出枠）事業所母集団データベー

ス 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，１０８ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２４年８月３１日 （系統）大阪府－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２４年９月２１日～１０月１９日 

【調査事項】 １．企業概要、２．最近の状況等について、３．経営資源について、４．

今後の計画等について  
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【調査名】 福井県の社会貢献活動実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２８日 

【実施機関】 福井県総務部男女参画・県民活動課 

【目 的】 本調査は、東日本大震災の発生やＮＰＯ法制度の改正など、ボランティアや

ＮＰＯを取り巻く社会情勢が変化していることから、福井県民、ＮＰＯ法人等に

対する社会貢献活動の実態を調査することにより、福井県の社会貢献活動の現状

を把握し、本年度策定予定の「福井県県民社会貢献活動推進計画（仮称）」に反

映するとともに、今後の社会貢献活動推進の施策展開に反映させる。 

【調査の構成】 １－【県民の社会貢献活動に関する調査】 ２－【ＮＰＯ法人における

ボランティア等社会貢献活動に関する調査】 ３－【企業における社会貢

献活動に関する調査】 

※ 

【調査票名】 １－【県民の社会貢献活動に関する調査】 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）個人 （属性）１８歳以上の福井県民 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／６７０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年度の１年

間（４月～３月） （系統）福井県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）９月下旬～１０月下

旬 

【調査事項】 １．ボランティア活動の実態、２．くらしの中で助け合いの実態 等 

※ 

【調査票名】 ２－【ＮＰＯ法人におけるボランティア等社会貢献活動に関する調査】 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）事業所 （属性）福井県内に主たる事業所

を有するＮＰＯ法人 （抽出枠）福井県認証のＮＰＯ法人一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２４年４月１日 （系統）福井県－民間事業者－報告

者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日）９月下旬～１０月下

旬 

【調査事項】 １．活動状況、２．組織運営の状況、３．財政状況、会費・寄付の状況、

４．住民サービス・協働事業の実施状況 等 

※ 

【調査票名】 ３－【企業における社会貢献活動に関する調査】 

【調査対象】 （地域）福井県全域 （単位）企業 （属性）従業者数２０人以上の福井

県内企業 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査の名簿データ 
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【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２４年４月１日 （系統）福井県－民間事業者－

報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期（原則として５年） （実施期日） 

【調査事項】 １．社会貢献活動の取組状況、２．社会貢献活動の対象分野、３．社会貢

献活動の内容、４．社会貢献活動の効果 等  
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【調査名】 秋田県男女の意識と生活実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月３０日 

【実施機関】 秋田県生活環境部男女共同参画課 

【目 的】 本調査は、秋田県の男女共同参画社会に関する秋田県民の意識と生活実態を

把握することにより、今後の男女共同参画行政の施策立案等の基礎資料とするこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－秋田県男女の意識と生活実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－秋田県男女の意識と生活実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）秋田県全域 （単位）個人 （属性）秋田県内在住の２０歳以上

の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，２００／９１２，９２９ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在（年齢に

ついては、平成２４年９月１日現在） （系統）秋田県－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年９月～１０月 

【調査事項】 １．地域活動、２．家庭生活、３．男女共同参画に関する意識、４．男性

の家事・育児等の参加、５．男女共同参画の推進に関する施策、６．しつけ

と教育、７．職業、８．ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）、９．男女共

同参画センター、１０．基本項目、１１．自由記載  
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【調査名】 民間事業所退職給付額等実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月３１日 

【実施機関】 鳥取県人事委員会事務局給与課 

【目 的】 本調査は、鳥取県職員と鳥取県内民間事業所従業員との退職給付額の水準を

比較検討する資料を作成するため、本県独自に県内民間事業所の従業員別の退職

給付額等の実態を調査する。 

【調査の構成】 １－民間事業所退職給付額等実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－民間事業所退職給付額等実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電

気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・

技術サービス業（中分類の学術・開発研究機関及び広告業に分類されるも

の。）」、「生活関連サービス業，娯楽業（中分類のその他の生活関連サービス

業に分類されるもの。）」、「教育，学習支援業（中分類の学校教育に分類され

るもの。）」、「医療，福祉（中分類の医療業及び社会保険・社会福祉・介護事

業に分類されるもの。）」又は「サービス業（中分類の政治・経済・文化団体

に分類されるもの。）」に属し、企業規模が従業員５０人以上であり、かつ、

事業所規模が従業員５０人以上の民間事業所。 （抽出枠）職種別民間給与

実態調査管理名簿等 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３７／１９２ （配布）郵送 （取集）

職員 （記入）自計 （把握時）１．平成２４年９月１日現在、２及び４．

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日まで、３．平成２４年３月３１

日現在 （系統）鳥取県人事委員会－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）９月上旬～１０月下旬 

【調査事項】 １．企業全体及び調査事業所の常勤の従業員数、主な事業内容等、２．退

職給付個人別支給額関係（１）調査対象者の有無、調査人数等、（２）平成

２３年度中に退職した勤続２０年以上の常勤の事務・技術関係職種の従業員

について、退職給付に係る次の事項、ア．退職事由、イ．性別、ウ．退職時

の満年齢、エ．勤続年数、オ．退職一時金額、カ．年金の種類、ク．脱退一

時金額、ケ．選択一時金額、コ．年金支給開始年齢、サ．支給期間、シ．保

証期間、ス．年金年額、セ．確定拠出年金に係る資産額、ソ．退職給付制度

に基づかない退職に伴う補助及び給付等、３．平成２４年３月３１日現在に

おける退職給付（退職一時金・企業年金）制度の状況、４．平成２３年度中

に退職した勤続２０年以上の常勤の事務・技術関係職種の従業員に適用され
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た老齢給付金の内容及び標準掛金の事業主負担割合  
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（２）変更 

【調査名】 愛知県生活習慣関連調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１日 

【実施機関】 愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課 

【目 的】 本調査は、平成１３年３月に策定した「健康日本２１あいち計画」が平成２

４年度に終期を迎え、新たに次期健康づくりプランを策定するにあたり、現時点

での県民の基礎的な生活習慣について把握し、より愛知県の実情に合致した計画

にする必要があるため。 

【調査の構成】 １－愛知県生活習慣関連調査 調査票Ａ ２－愛知県生活習慣関連調査 

調査票Ｂ 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－愛知県生活習慣関連調査 調査票Ａ 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）個人 （属性）満２０歳以上の者 （抽出

枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，３６２／５，９３３，６８４ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）愛知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年８月２７日～９月２７日まで 

【調査事項】 １．健康状態、２．既往歴、３．生活習慣病に関する事項、４．生活習慣、

５．栄養・食生活、６．身体活動・運動、７．こころの健康・休養、８．喫

煙、９．飲酒、１０．歯・口腔、１１．社会環境・地域のつながり、１２．

基本情報 

※ 

【調査票名】 ２－愛知県生活習慣関連調査 調査票Ｂ 

【調査対象】 （地域）愛知県全域 （単位）個人 （属性）満１６～１９歳以上の者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６３８／２８９，１６４ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系統）愛知

県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年８月２７日～９月２７日まで 

【調査事項】 １．健康状態、２．生活習慣、３．栄養・食生活、４．身体活動・運動、

５．こころの健康・休養、６．喫煙、７．飲酒、８．社会環境・地域のつな

がり、９．基本情報  
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【調査名】 労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査）（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１日 

【実施機関】 山口県商工労働部労働政策課 

【目 的】 本調査は、山口県内の民営事業所における退職金制度及び年次有給休暇の付

与・取得状況の実態を総合的に把握し、労働行政の基礎資料とすることを目的と

する。 

【調査の構成】 １－労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査） 調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－労働関係総合実態調査（退職金制度等実態調査） 調査票 

【調査対象】 （地域）山口県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類のうち、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電

気・ガス・熱供給・水道業」、「情報通信業」、「運輸業，郵便業」、「卸売業，

小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業」、「学術研究，専門・

技術サービス業」、「宿泊業，飲食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽

業」、「教育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス

業（他に分類されないもの）」に属し、常用雇用する労働者の数が５人以上

の民営事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，０００／２６，６００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２４年９月３０日現在 （系

統）山口県－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年９月２８日～１０月３１日 

【調査事項】 １．企業の概要、２．定年制等、３．退職金制度、４．モデル退職金、５．

従業員の心の健康対策、６．年次有給休暇について  
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【調査名】 東京都商品流通調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月８日 

【実施機関】 東京都総務局統計部調整課 

【目 的】 本調査は、商品の流通状況を把握し、東京都産業連関表を作成するための基

礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－東京都商品流通調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－東京都商品流通調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類「製造業」のうち、「商品流通調査品目一覧」に掲げる３１９品目

を生産している事業所 （抽出枠）工業統計調査及び経済産業省生産動態統

計調査の名簿及び個票 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）４，０００／５９，８５１ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２３年１月～１２月 （系統）

東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２４年９月２７日～１０月３１日 

【調査事項】 １．製造品の自工場生産額、２．自工場消費額、３．輸出向け及び国内向

け出荷額、４．国内向け出荷額のうち消費地別構成比及び業種別構成比  
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【調査名】 賃金等調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１３日 

【実施機関】 福岡県福祉労働部労働局労働政策課 

【目 的】 本調査は、福岡県内の民営事業所に雇用される常用労働者及びパートタイム

労働者の平均賃金等労働条件の実態及び賃上げの状況を明らかにすることを目

的とする。 

【調査の構成】 １－賃金等調査票１ ２－賃金等調査票２ 

【備 考】 今回の変更は、３年周期で実施している調査項目のローテーション等に係る

調査事項等の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－賃金等調査票１ 

【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）事業所 （属性）従業者数３０人以上の民

営事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２３１，６３６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在又は７

月１か月間。ただし、休日・休暇の現況のうち、「年間休日総数」は調査年

１年間または調査前年の１会計年度、「年次有給休暇」は調査前年１年間ま

たは調査前々年の１会計年度 （系統）福岡県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．事業所の現況、２．７月の従業員の平均支給賃金額等、３．モデル退

職金、４．諸手当の支給状況、５．モデル賃金、６．新規学卒者の初任給、

７．休日・休暇の現況 （「モデル退職金」、「諸手当の支給状況」及び「モ

デル賃金」については、３年ごとに調査。平成２４年は「モデル退職金」） 

※ 

【調査票名】 ２－賃金等調査票２ 

【調査対象】 （地域）福岡県全域 （単位）事業所 （属性）従業者数３０人以上の民

営事業所 （抽出枠）平成２１年経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，２００／２３１，６３６ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在又は７

月１か月間 （系統）福岡県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年８月下旬～１０月上旬 

【調査事項】 １．事業所の名称、組合員の平均勤続年数、平均年齢、２．春季賃上げ要

求・妥結状況、３．夏季一時金要求・妥結状況、４．年末一時金要求・妥結

状況  
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【調査名】 新潟市製造業実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１６日 

【実施機関】 新潟市経済・国際部企業立地課 

【目 的】 新潟市内の製造業者の経営動向や課題、施策要望等の実態を調査把握し、今

後の新潟市の産業施策の基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－新潟市製造業実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－新潟市製造業実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）新潟市全域 （単位）事業所 （属性）対象事業所は、平成２１

年経済センサス基礎調査の産業分類に掲げる「製造業」に属する民営事業所 

（抽出枠）平成２１年経済センサス基礎調査の名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，２９０ （配布）郵送・調査員 （取集）

郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成２４年９月１日（予定） （系

統）新潟市－調査委託者－報告者 

【周期・期日】 （周期）次回の予定なし （実施期日）平成２４年９月上旬～１２月下

旬 

【調査事項】 １．事業所の概要、２．生産品目の概要、３．工場・設備機器の状況、４．

経営状況，５．今後の事業展開、６．貿易や製造品に関する海外との影響、

７．公的融資と今後の資金需要、８．新潟市の中小企業の支援施策の意見要

望  
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【調査名】 観光統計実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月１７日 

【実施機関】 沖縄県文化スポーツ部観光政策課 

【目 的】 本調査は、航空機を利用して沖縄県外へ出域する日本人客を対象としたアン

ケート調査により、旅行者属性、旅行内容、沖縄県内での消費額等を調査し、そ

の結果を基に各種の観光統計資料を作成する。また、沖縄県を訪れた観光客を対

象としてアンケート調査を実施し、沖縄観光に対する満足度やそれぞれのマーケ

ット別のニーズを把握し、実効性の高い観光施策の立案や沖縄観光の質の向上を

目的とする。また、沖縄県民に対しアンケート調査を実施し、沖縄県民による沖

縄県内観光旅行者数及び観光消費額を推計し、沖縄県民旅行の実態を把握すると

ともに、観光消費による経済波及効果推進の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－航空乗客アンケート調査 調査票 ２－観光客満足度調査 調査票 

３－県民旅行アンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－航空乗客アンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）那覇空港利用者 （単位）個人 （属性）航空機を利用して県外

へ出域する日本人客（修学旅行生を除く。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）毎年６月、８月、１１月及び２月（各月

の金曜日と日曜日から１日ずつ調査日を設定） （系統）沖縄県－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）調査票配布後およそ２週間後が提出期限 

【調査事項】 １．旅行者属性、２．旅行内容、３．観光消費額等 

※ 

【調査票名】 ２－観光客満足度調査 調査票 

【調査対象】 （地域）那覇空港利用者 （単位）個人 （属性）航空機を利用して県外

へ出域する日本人客（修学旅行生を除く。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００ （配布）調査員 （取集）

調査員 （記入）自計 （把握時）毎年６月、８月、１１月及び２月（各月

の金曜日と日曜日から１日ずつ調査日を設定） （系統）沖縄県－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年４回 （実施期日）調査票配布後およそ２週間後が提出期限 

【調査事項】 １．旅行者属性、２．旅行内容、３．旅行の期待度、４．施設別の満足度、

５．不満足点等 

※ 

【調査票名】 ３－県民旅行アンケート調査 調査票 
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【調査対象】 （地域）沖縄県内在住者 （単位）個人 （属性）沖縄県内在住で過去半

年に沖縄県内旅行を行った者 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３５０／４，０００ （配布）オンライン 

（取集）オンライン （記入）自計 （把握時）毎年７月末、１月末 （系

統）沖縄県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年２回半年 （実施期日）調査票配布後およそ２週間後が提出

期限 

【調査事項】 １．旅行者属性、２．旅行内容、３．観光消費額  
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【調査名】 新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査（平成２４年届出） 

【受理年月日】 平成２４年８月２１日 

【実施機関】 新潟県産業労働観光部労政雇用課、新潟市経済・国際部雇用対策課 

【目 的】 新潟県内の民間事業所に雇用されている労働者の賃金、労働時間、休日等労

働条件の事態を明らかにし、労務管理の改善、労使関係の安定化のための基礎資

料とすること。 

【調査の構成】 １－新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査票（事業所票） ２－新潟

県・新潟市賃金労働時間等実態調査票（個人票） 

【備 考】 今回の変更は、調査対象の範囲及び調査事項の一部変更等。 

※ 

【調査票名】 １－新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査票（事業所票） 

【調査対象】 （地域）新潟県全域（新潟市地域－新潟市実施） （単位）事業所 （属

性）日本標準産業分類に定める産業分類が「農業，林業」、「漁業」及び「公

務」を除く産業に属する常用労働者を１０人以上雇用する事業所 （抽出枠）

経済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）

調査票の配布：（新潟市以外）新潟県－報告者、（新潟市）新潟県－新潟市－

報告者、 調査票の回収：（新潟市以外）報告者－新潟県地域振興局－新潟

県、（新潟市）報告者－新潟市－新潟県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日～９月３０日（ただし、平成

２４年度調査においては、８月３１日～９月３０日） 

【調査事項】 １．企業全体の現況（１）企業全体の常用労働者数、（２）資本金又は出

資金、２．事業所の現況（１）労働組合の有無、（２）労働者構成、（３）派

遣労働者数、３．初任給（１）学歴・職種別初任給額、（２）学歴・職種別

採用人数、（３）県外学校出身者数、４．労働時間制度（１）１日・１週の

所定労働時間数、（２）変形労働時間制の採用状況、（３）週休制の形態、５．

年間休日数（年間休日数の状況）、６．年次有給休暇（年次有給休暇の取得

状況）、７．特別休暇制度（特別休暇制度の状況）、８．育児休業制度（１）

育児休業制度の有無、（２）育児休業制度の整備状況、（３）育児休業の取得

状況、９．介護休業制度（１）介護休業制度の有無、（２）介護休業制度の

整備状況、（３）介護休業の取得状況、１０．仕事と家庭の両立のための支

援制度（１）仕事と家庭の両立の支援制度の有無、（２）制度状況、１１．

賃金の支払形態（賃金の支払形態別の労働者数） 

※ 

【調査票名】 ２－新潟県・新潟市賃金労働時間等実態調査票（個人票） 
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【調査対象】 （地域）新潟県全域（新潟市地域－新潟市実施） （単位）個人 （属性）

日本標準産業分類に定める産業分類が「農業，林業」、「漁業」及び「公務」

を除く産業に属する常用労働者を１０人以上雇用する事業所 （抽出枠）経

済センサス－基礎調査結果名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／２０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）毎年７月３１日現在 （系統）

調査票の配布：（新潟市以外）新潟県－報告者、（新潟市）新潟県－新潟市－

報告者、 調査票の回収：（新潟市以外）報告者－新潟県地域振興局－新潟

県、（新潟市）報告者－新潟市－新潟県 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年７月３１日～９月３０日（ただし、平成

２３年度調査においては、８月３１日～９月３０日） 

【調査事項】 １．性別、２．年齢、３．勤続年数、４．就業形態、５．最終学歴、６．

労働者の職種、７．７月分の所定内労働時間数及び所定外労働時間数、８．

７月分の所定内労働賃金額及び所定外賃金額 

- 53 -




